
滋賀県環境影響評価審査会 次第

日時：平成２５年７月１７日（水）

１３：３０～１６：００

場所：大津合同庁舎 ７階７－Ｂ会議室

＜議 題＞

１）草津市立クリーンセンター更新整備事業に係る環境影響評価準備書について

（１）これまでの手続きについて

（２）事業概要および環境影響評価について

２）滋賀県環境影響評価技術指針の改正について（意見聴取）

３）その他

＜配付資料＞

○ 滋賀県環境影響評価審査会 次第（本資料）

○ 草津市立クリーンセンター更新整備事業に係る環境影響評価準備書

○ 滋賀県環境影響評価技術指針の改正について



滋賀県環境影響評価審査会 席配置

日時：平成25年７月17日（水）13:30～16:00

場所：大津合同庁舎７階 ７－Ｂ会議室

占部会長

○

浅見委員○ ○奥村委員
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遊磨委員○ ○和田委員
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滋賀県環境影響評価審査会委員

専 門 分 野 委 員 氏 名

大 気 樋口 能士 委員

騒音・振動 青野 正二 委員

水 質 和田 桂子 委員

地形・地質 諏訪 浩 委員

植 物 浅見 佳世 委員

動 物 鳥居 春己 委員

動 物 山﨑 亨 委員

水生生物 遊磨 正秀 委員

景 観 藤本 英子 委員

廃 棄 物 占部 武生 委員

文 化 財 定森 秀夫 委員

伝承文化 奥村 晃代 委員



事業概要およびこれまでの経緯

１．事業概要

(１)事 業 名 草津市立クリーンセンター更新整備事業

(２)事 業 者 草津市 市長 橋川 渉

(３)事業内容 廃棄物処理法第８条第１項に規定するごみ処理施設

(４)事業規模 ごみ焼却施設（熱回収施設） １２７ｔ/日

(５)事業位置 草津市馬場町1200番地25

２．手続きの経緯等

(１)これまでの手続き

・平成23年５月13日 実施計画書の提出

・平成23年６月１日 実施計画書の縦覧公告

・平成23年６月１日～６月30日 実施計画書縦覧

・平成23年６月１日～７月14日 環境保全の見地からの意見（住民等意見）受付

・平成23年６月29日

・平成23年９月30日

・平成23年10月31日

第１回審査会

第２回審査会

実施計画書に対する知事意見の公告

・平成25年６月３日

・平成25年７月５日

・平成25年７月５日～８月５日

・平成25年７月17日

準備書の提出

準備書の縦覧公告

準備書縦覧

第１回審査会（本日）

(２)調査地域

草津市：草津市馬場町、岡本町、山寺町、青地町、追分町、若草一丁目、若草二丁目、若草三丁目、

若草四丁目、若草五丁目、若草六丁目、若草七丁目、若草八丁目および野路東一丁目

大津市：青山一丁目、青山二丁目、青山三丁目、青山四丁目、青山五丁目、青山六丁目、

青山七丁目、青山八丁目、桐生一丁目、桐生二丁目、桐生三丁目、松が丘一丁目、

松が丘二丁目、松が丘四丁目、平野二丁目、平野三丁目、上田上桐生町、上田上平野町

栗東市：荒張

(３)縦覧について

・縦覧場所 滋賀県総合政策部県民活動生活課県民情報室、滋賀県南部環境事務所

草津市市民環境部環境課、草津市志津市民センター、草津市志津南市民センター

大津市環境部環境政策課、大津市青山支所、大津市上田上支所

栗東市環境経済部環境政策課、栗東市コミュニティセンター金勝

※ 草津市廃棄物処理施設建設準備室のインターネットウェブサイト

「草津市立クリーンセンター更新整備事業に係る環境影響評価準備書（縦覧および意見

書提出）」に掲載



環境影響評価の手続フローチャート
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必要に応じた調査
（電子縦覧）

・条例に基づく主要な手続等を示したものです。
・破線の手続は行われない場合もあります。なお、評価書
の市町長への送付は、補正のある場合、ない場合いず
れかになります。

・図書の公告・縦覧には、電子縦覧が含まれます。
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